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エ リザベスが王位にあったとき、クリスマスから3月 ころまでの数か月

は、宮廷における芝居のシーズンであった。その際には女王の御前には実

にさまざまな劇団が招かれて公演をおこなった。招かれた劇団は報酬 を賜

わることになるか ら、宮廷で公演をおこなうことはそれだけでも歓迎すべ

きことであったが、それ以上に、宮廷に参上する劇団 として選ばれたこと

は、競争関係にある他の劇団との勢力関係 を反映していて、市民 を相手の

市中の興行において優位にあることの証明でもあった。だから、宮廷に参

上 して公演をおこなった劇団の名前の変遷は、そのままエ リザベ ス女王の

時代の劇団の盛衰の歴史をたどることで もある。

ただ、女王 と市中の劇団とのこのような関係 も、決 して制度 として安定

したものではなかった。劇団を宮廷に招 くという女王の意志が前面に出さ

れることによって、劇団の存在そのものの大義名文 とな り、事実上の保護

を受けていた としても、ロン ドン市当局のような演劇に敵対する勢力を完

全に無視す ることはできないことであったから、演劇に対す る保護 と敵対

の間の微妙な関係のなかに、ロン ドンに本拠をお くさまざまな劇団の盛衰

があったのである。
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以上のような観点から、エ リザベス女王の時代の演劇の興隆にとって、

女王政府が演劇に対 してとった政策がどのように貢献 したのか を確認して

み ようとするものである。エ リザベス朝の演劇について、このように政府

の政策などとい うものがなぜ問題にされなければならないのか、これはた

ぶん以下の論議のなかで明らかになるべ きことであると思われるが、一般
　ユ

論 と して み て も、『演 劇 ほ ど危 険 な芸 術 は な い』 と言 わ れ る よ うに 、演 劇 は

社 会 と深 く関 わ って い る 点 で は 、文 学 の み な らず あ らゆ る芸 術 の なか で も

際 立 っ て い る と断 言 して よい か らで あ る。

参 照 した資料 につ いて述 べ て おか ね ば な らないが 、依然 として 、E.K.Cham-

bersのTheElizabethanStage(OxfordU.P.,1923)全4巻 が もっ と も

重 要 な資 料 を提 供 して くれ る。 特 に 、第4巻 に収 録 され て い るAppendix

D`DocumentofControl'は 当面 の と こ ろ筆 者 に とっ て 唯 一 の 一 次 資料 と

言 え る もの で あ る。

1.市 当局 との 反 目の き ざ し

まず 、少 々煩 雑 に な るが 、E.K.Chambersの 資 料 を も とに し て エ リザ

ベ ス女 王 が 即 位 した 日か らの 日程 を追 っ て み よ う。 政 治 的 日程 でみ るか ぎ

り、女 王 と して の ス ター トは 周 到 に 、 しか も順 調 に き られ た が 、 そ の 日程

の な か に はす で に仮 面 劇 や 芝 居 の 上 演 な ど も含 まれ て い る 。

女 王 と して も一 人 の 女 性 と して も不 幸 で あ っ た メア リー が 息 を 引 き とっ

た の は1558年 の11月17日 の こ とで あ る。 即 日、 腹 違 い の 妹 で あ るエ リザ ベ

ス が即 位 した 。 エ リザ ベ ス は3日 後 の11月20日 に は 、 第1回 の枢 密 院 の 会

議 を、 数 年 来 居 所 と し て き たハ ッ トフ ィー ル ドの 宮 殿 に お い て 召 集 した 。

枢 密 院 は 現 代 で い えば 内閣 に あ た る よ うな 組 織 で あ り、 エ リザ ベ ス 朝 の政

治 を担 う重 要 な役 割 を受 け持 つ 。 こ の と きに 任 命 され た枢 密 議 官 の一 人 に

ウ ィ リア ム ・セ シル が お り、秘 書 長 官 と して の 任 務 を 負 い 、 以 後 の エ リザ
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ベスの政府の政策決定の要 となる。その3日 後の23日 には女王はロン ドン

に向けて出発 し、到着 したのが28日 のことである。

1月 になると、6日 には仮面劇 と、おそらくメア リー時代以来の宮廷お

かかえの一座による芝居の上演が宮廷内で行なわれた。15日 には戴冠式が

挙行 されたあと、翌 日には馬上や り試合(tilt)と 仮面劇があった。25日に

はエ リザベス治世の第1回 の議会が召集された。その直後の28日 と、2月

に入って5日 、7日 には宮廷においていずれ も仮面劇が上演 された。4月

7日 には、芝居や インタールー ドの類を禁止する旨の女王の布告が出され

た。女王の布告はこの当時は議会の制定法にも匹敵するほどの重い意味 を

もっていた。

5月8日 に第1回 の議会が閉会 し、この議会では、いわゆる 「至上法」

と 「統一法」が制定 され、宗教問題については進路が確定 した。この後の

16日 には、エ リザベス朝演劇の歴史に とって重要な意味 をもつ一つの布告

がだされる。すなわち、宗教や政治にかかわる題材 を演劇のなかで扱って

はいけないこと、さらに、演劇の上演を許可する権限は市長 ・総督 ・治安

判事にある、 と述べたものである。演劇の管轄は地方の行政 レベルにまか

せることに したわけであ り、中央政府のレベルでは直接 介入しない方針が

決定 された。同月の24日 には宮廷で仮面劇が上演 された。

以上、エ リザベスの即位後おおよそ半年のあいだに行 なわれた主 として

演劇に関わる宮廷の日程 を追ってみた。エ リザベスの治世 を通 じて、クリ

スマスに始まり3月 ころまで続 く時期が、宮廷における芝居上演のシーズ

ンであるが、すでに治世の初年からそのような日程がで きていた。ちなみ

に夏のあいだの女王の重要な日程は地方への行幸であった。これに続 く年

もやは りそのようにして、 クリスマスから始まるという日程で宮廷公演が

行なわれていた。

エ リザベス治世の初めの頃の 日程表には、仮面劇(mask)や 芝居(play)
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とだけ記録 されていたりして、 どのような劇団が上演したのかが明 らかで

ない。1560年 の クリスマス以後になると、宮廷で公演を行なった劇団の名

前が見えるようになるが、それ らの中には、ロバー ト・ダ ドリー(後 の レ

スター伯爵)を パ トロンとする一座、同 じくウォ リック伯爵の一座などが

ある。これらの一座は日常的には市井で職業的なプロの俳優 としての演劇

活動をおこない、数ある同種の劇団の中か ら光栄にも選ばれて御前公演の

お召があると、特定の芝居を持って宮廷 に伺 う、という形をとっていたの

であろう。

これ とは別に、聖ポール聖堂少年劇団、王室礼拝堂少年劇団の名 も見え

るようになるが、こちらは本来は聖堂や礼拝堂に所属する身分の少年たち

のアマチュア俳優の組織であ り、職業演劇の成人劇団とは多少違った存在

形態にあった。

以上のようにして演劇活動がおこなわれるという状況が10年 ほど続 くこ

とになる。このあいだは演劇 というものが大 きな政治的問題に発展するよ

うなことはなかった。少な くとも記録 に表れるかぎりはそうであるが、後

にロン ドン市 とのあいだで大 きな政治問題の焦点となるきざしのようなも

のも二つほど見受けられる。一つはロン ドン市において疫病が発生 した年

に、ロン ドン市当局からの命令 として興行の禁止の通達が出されているこ

とである。最初は、エ リザベス朝最悪の疫病 と言われる1563年 の夏に出さ

れた。もう一回は6年 後の1569年 のや はり夏のことである。当時の疫病は

夏の訪れ とともに蔓延し、冬になると沈静化す るというパター ンをとって

いる。演劇の禁止令もそういう疫病の流行に合わせ るように、夏の間だけ

という期 限を切 ったものであった。疫病のない年には禁止令はだされてい

ないということか ら、この当時は夏でもロン ドン市内でも演劇興行が行な

われていた、とい うことであろう。

もう一つは、1564年 の1月 、秘書長官ウィリアム ・セシルに宛てて一通
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の 書 簡 が 送 られ た こ とで あ る 。 差 出 人 は 、 当 時 ロ ン ドン 主教 で あ っ た エ ド

マ ン ド ・グ リン ダ ル で あ る。 そ の 中 で主 教 は 、 前 年 の 夏 に 蔓延 し た疫 病 を

ひ ろめ た 最 大 の 原 因 は`commonplayours'(市 井 の 役 者 た ち)で あ る、 と

述 べ る。 彼 らは 毎 日、 こ とに聖 な る 日に芝 居 を 打 ち 、 人 々 が そ こ に集 ま る

こ とに よ っ て疫 病 が 広 が る 、 しか も、 神 の 言 葉 が役 者 た ち に よ っ て 汚 され

て い る 、 これ に 対 す る 処 置 と して は 、 ロ ン ドン 市 内 、 ま た は 市 の3マ イ ル

以 内 に お い て 、1年 間(永 久 に で も よ い)芝 居 を禁 止 す る 旨 の 女 王 の布 告

を だす こ とで あ る 、 とい う もの で あ る。 これ は 、秘 書 長 官 ウ ィ リア ム ・セ

シ ルが 疫 病 に 対 す る何 か 有 効 な政 策 は な い もの か 、 との 問 いか け を した の

に 答 え た もの で あ っ た 。 セ シル は女 王 の最 も信 頼 篤 き臣 下 で あ っ た が 、演

劇 に つ い て は女 王 の 愛 好 に もか か わ らず個 人 的 に は あ ま り好 意 的 で は なか っ

　 ヨ

た と も言 わ れ て い るが 、1564年 の エ ドマ ン ド ・グ リン ダ ル の 演 劇 禁 止 を勧

め た書 簡 に対 して は 、特 別 な 政 策 に 反 映 させ よ う と した 形跡 は な い 。

1571年 ま で の 政 府 の 演 劇 に 対 す る政 策 と して は 、 先 に 述べ た1559年 の 二

つ の 布 告 以 後 は 特 に 目立 っ た もの が な い。 強 い て あ げ れ ば 、 女 王 おか か え

の臠 憂たち として、幕間狂 言役 者`Interludeplayers'に 対 して認 可証`warrant'

が 発行 され た こ と、王 室 礼 拝 堂 少年 劇 団 の監 督`master'の 地 位 にWilliam

Hunnisと い う 入物 が 特 許 証`patent'発 行 に よ り任 命 され た こ と、で あ る。

Interludeplayersは 女 王 おか か えの 俳 優 集 団 で あ り、の ち の レス タニ 伯 爵

お か か え の 一 座 の場 合 とは 違 っ て 、 女 王 、 つ ま り国 家 が 疸常 的 に 給 与 を与

え財 政 援 助 をす る 、女 王 の 臣下 と して の 身 分 を持 っ て い た。 俳 優 集 団 と し

て は 、観 衆 を集 め る こ とに よ っ て得 られ る収 入 もあ っ たの で あ り、 なか ば

プ ロ の俳 優 た ち で あ っ た 。1583年 に も う一 度 結 成 さ れ る女 王 一 座 の た ど っ

た 運 命 もそ うで あ っ た が 、最 初 の 女 王 一 座 もや が て地 方 巡 業 に よっ て 生 計

をた て て い くと い うよ うに 落 ちぶ れ て し まい 、 や が て は 消 え て し ま う。 そ

の か わ りに ロ ン ドン に お い て 名 を あ げ て い くの が ロバ ー ト ・ダ ド リー な ど
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貴族 を名 目上のパ トロンとする俳優集団であったが、エ リザベスの治世の

初期においては成人のプロの劇団はまだまだ影の薄い存在であった。やが

て転機の訪れるのは、ロン ドン近郊に常設の劇場が建設された1576年 前後

のことである。

エ リザベスの治世初期に演劇集団として有力であったのは、王室礼拝堂

少年劇団などの少年劇団であった。少年たちの本来の身分は俳優ではなく

て、礼拝堂や聖ポール寺院に所属 して儀式などをつかさどることが任務で

あった。そのための教育 を受けている生徒 たちという身分である。この少

年 たちが、その教育の副産物 として演劇 を上演することができたので、ク

リスマスなどの機会に宮廷で公演 をおこなったのである。1567年のWilliam

Hunnisへ の特許状は、そのような少年劇団の責任者として任じたものであっ

た。1576年 までは、宮廷での公演回数は圧倒的に少年劇団が成人のプロの

劇団よりも優勢であった。少年劇団と成人劇団とのあいだで、『この立場の

完全な逆転がおこるのは、1576年 の最初の常設劇場の建設 とかなり明確に
　 　

機 を 一 に し て い る 』 。

2.疫 病 対 策

1571年 頃 ま で 、 演 劇 をめ ぐっ て の 政 府 とロ ン ドン市 当局 との 争 い は 顕 著

で は な い の は 、 成 人 劇 団 が あ ま り優 勢 な 活動 を して い なか っ た 、 とい う こ

と も一 因 で あ っ た 。1563年 の最 悪 の 疫 病 流行 の とき は ロ ン ドン市 当局 か ら

演劇 禁 止 令 が で た の で あ るが 、 これ 以 後 、疫 病 と演 劇 とは切 っ て も切 れ な

い 関 係 が 続 き、 疫 病 は演 劇 禁 止 の た め に常 に 持 ち 出 さ れ る理 由 とな る 。 ロ

ン ドン市 当局 は責 任 を もつ 当事 者 と して 、疫 病 に 対 して どん な対 策 を して

い た の で あ ろ うか 。 資 料 は 、A.L.Beier&RogerFinlay(eds.)London

1500-1700:TheMakingoftheMetropolisに 所 収 の論 文`Metropolitan

governmentincrisis:theresponsetoplague'で あ る 。
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こ の論 文 に よ る と、疫病 は1348年 か ら始 ま っ て 、1665-6年 に 最 後 の 流行

が あ る まで3世 紀 に わ た っ て ロ ン ドン を悩 ま し続 け 、 中央 政 府 に とっ て も

ロ ン ドン市 当局 に とっ て も頭 の 痛 い 問 題 で あ っ た。 エ リザ ベ スの 治 世 で は

1563年 は17,404人 、1593年 は10,675人 と実 に ロ ン ドン の総 人 口の そ れ ぞれ

20%、8.5%が 疫病 に よ っ て死 亡 す る とい う事 態 に な った(p.62の 表 に よ る)。

これ 以 外 の年 に も 断続 的 に疫 病 の 流 行 が あ り、平 穏 な年 で さ え も流 行 の 恐

れ は 絶 え なか っ た 。

しか しな が ら 、 当 時 は 疫病 に 対 して 有 効 な 防衛 手 段 を も た なか っ た こ と

もあ っ て 、 夏 の 始 め に 流 行 が は じ まっ て 猛 威 を ふ る う と、 冬 に な っ て 自然

に終 息す るの を待 つ しか なか っ た 。 ロ ン ドン市 の 中 心 に 住 む エ リー トた ち

は ロ ン ドンの 外 に 逃 げ だ して し まい 、 ロ ン ドン 市 の 議 会 も開 か れ な くな っ

て しま う。 市 長 とわ ず か の議 員 た ち が 市 中 に居 残 って 、 市 内 が 無 政 府 状 態

に お ち い るの を 防 ぐ とい うあ り さ まで あ っ た 。

こ の よ う な疫 病 の 流 行 に対 して 、 それ を防 ぐため の 対 策 を講 ず るべ き当

事 者 で あ っ た の は ロ ン ドン市 当 局 で あ る 。 少 な く と もエ リザ ベ ス の政 府 は

そ う考 えて い た し、 ロ ン ドン 市 当 局 自 身 もそ う考 え て い た 。 その た め に 政

府 は ロ ン ドン 市 に 対 して 有効 な 手段 を求 め た 。 とこ ろが 事 態 は そ れ ほ ど簡

単 な もの で は なか った 。ロ ン ドン市 『当局 』とは言 って も、そ の下 には`parish'

や ギ ル ドな どの 組 織 が あ って 、 そ ち らが 本 当 に 直 接 的 に住 民 に接 触 す る 当

事 者 で あ り、 ロ ン ドン市 もそ の 自治 組 織 に あ か らさ まに 介 入 す る こ とは 消

極 的 で あ っ た(p.68～9)。 さ らに は 、 ロ ン ドン が 郊 外 に 向 か っ て 拡 大 し続

け る と、 ロ ン ドン市 の管 轄 の 外 に あ る サ リー 州 や ミ ドル セ ッ クス 州 の 治 安

判事 の 管 轄 下 に あ る住 民 を も巻 き込 ん だ 疫 病 対 策 で な け れ ば 有 効 で は あ り

えず 、 そ の た め に は政 府 か ら ロ ン ドン 市 、サ リー 州 、 ミ ドル セ ッ ク ス州 共

通 に 実 施 さ れ る命 令 を出 さね ば な らな い 。 ロ ン ドン市 内 に お い て 商 業 演 劇

がや っ と花 開 こ う と して い た 頃 、疫 病 をめ ぐる状 況 は この よ うな様 子 で あ っ
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た。

1563年 に起こったエ リザベス治世最悪の疫病 では、実際ロン ドン市の対

策は後手後手にまわって しまい、すでに7月 には猛威 をふるっていたので

あるが、たとえば、市内での演劇上演禁止令がでたのはや っと9月 の末 日

のことである。 このような前例があったためか、1569年 に疫病が襲ったと

きには、5月 には演劇禁止令が出されている。ただしこの時はまだ期限付

きの9月 末 日までの禁止命令であった。やがてロン ドン市はただ単に疫病

流行の兆候があるときに限って一時的に禁止するということが、あまり効

果がない ということに気づ き始めることになる。そして、本格的な恒常的

な演劇規制のための条例 を作る作業にとりかかることになるのであるが、

その過程を、エ リザベ スの政府の演劇政策と合わせて見てい くのが次の課

題である。

3.演 劇 の 規 制 ヘ

ロバ ー ト ・ダ ド リー は 、1564年 の9月 に レ ス ター 伯 爵 に 叙 せ られ 、 彼 の

庇 護 の も とに あ っ た一 座 は レス ター 伯 爵 一 座 と名 乗 る こ とに な っ た。1562

年 ま で は ロ ン ドンの シー ズ ン に は 首 都 に進 出 し、 ク リス マ ス の 時 期 に な る

と宮 廷 で エ リザ ベ ス 女 王 の 前 で 上 演 す る の が 通 例 とな っ て い たが 、1563年

に ロ ン ドン を最 悪 の疫 病 が 襲 っ た あ とは 、何 らか の 理 由 が あ っ たの で あ ろ

う、 ず っ と地 方 回 りの 一 座 で あ まん じて い た 。1571年 の 冬 に な って ふ た た

び ロ ン ドン に も ど って き た と こ ろが 、11月27日 に は ロ ン ドン市 議 会 の名 前

で 、`theyfromhenceforthsuffrenoplayeorenterludetobeplayed'

　　
という演劇の全面禁止令が出された。追って沙汰があるまで、 という期限

なしのこの禁止令の理由が明確でない。これ以前は、禁止令は疫病の恐れ

がある場合に限られていたのであるが、この時は疫病が流行 した という記

録 も特に残っていないのである。この直後の12月6日 にはレスター伯爵一
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座 に対 して、礼 拝`devyneservice'の 時 間 を除 いて市 内での上 演許可の`license'

　 　

が 出 され て い る こ とか ら 、先 立 つ 全 面 禁 止 令 は 、 市 内 で の上 演 を あ る特 定

の劇 団 に 限 っ て 許 可 し て い こ う とい う方針 を打 ち 出す た め の 前 提 で あ っ た

か も しれ な い 。

1572年 は 、 エ リザ ベ ス政 府 の 演 劇 政 策 の 面 で は 重 要 な年 に な る 。 まず 第

一 に
、1月3日 に は 、「家 臣取 締 法 」 を きた る1月20日 か ら実 施 す る こ とに

つ いて の 布 告 が 発 せ ら れ た 。 この 法 律 は 、ヘ ン リー 六 世 時代 に さか の ぼ る

制 定 法 で 、貴族 が`unlawfulretainers'(規 定 外 の 家 臣 、直 接 に仕 え て い る

家 臣以 外 の 者)を 抱 え る こ と を禁 じた もの で あ り、 あ ら た め て こ の法 律 の

趣 旨 を徹 底 させ よ う とい う布 告 で あ る 。 少 しず つ 勢 力 を伸 ば しつ つ あ っ た

職 業 俳 優 た ち に とっ て 、 こ の布 告 が ど うい う意 味 を持 っ て い た の か は 、 こ

の 冬 に ロ ン ドンに 進 出 して きた レ ス ター 伯 爵一 座 の座 員 と して 、 ジェ ー ム

　 　

ズ ・バ ー ベ ッ ジ らが 伯 爵 に送 っ た 書 簡 をみ る こ と に よ っ て うか が わ れ る。

同 じ年 に さ らに 「浮 浪 者 取 締 令 」 が あ り、 この 制 定 法 は エ リザ ベ ス 治世 の

　 　

第4議 会 の 会 期 末6月29日 に 発 布 され 、翌 月24日 に施 行 され た 。こ れ に よ っ

て 男 爵 以 上 の 身 分 の 貴 族 に 所 属 し な い 市井 の役 者 た ち`comonplayers'は 、

浮 浪 者 の 定 義 に あ て は ま る こ とに な り処 罰 され る こ とに な る。

浮 浪 者 とみ な され る恐 れが あ っ た とは 言 え、 議 会 制 定 法 の な か で 公 式 に

言 及 され た こ とは 、成 人 の劇 団 に よ る職 業 演劇 が 次 第 に勢 力 を伸 張 させ つ

つ あ り、一 般 に も受 け 入 れ られ つ つ あ っ た こ との 証 左 で もあ ろ う。 この 時

期 は まだ ロ ン ドン市 内 で は 、お も に宿 屋 劇場`playing-inn'で 上 演 され て い

たの で あ るが 、す でに5年 前の1567年 に は、ロン ドン市 の東 の 郊 外 、Middlesex

のStepneyに お い て 、 常 設 の 上 演 設 備 の建 設 の 試 み が な され て い た の で

　 　

ある。

このような状況に対 して、エ リザベスの政府は職業演劇 を保護する立場

に立つ ことに方針決定 した。ちょうどこの年1572年 の6月 には、エ リザベ
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ス が 即 位 した あ と1560年 以 来 祝 典 局 長 官`MasteroftheRevels'を つ とめ

て きた サ ー ・トー マ ス ・ベ ン ジ ャー(SirThomasBenger)が 死 亡 して い

る。 宮 廷 で の 演 劇 上 演 は この 長 官 が と り仕 切 っ て い た の で あ り、 主 と して

少年 劇 団 を宮 廷 に招 いて ク リスマ ス 公 演 が行 な わ れ て い た の で あ る。サー ・

トー マ ス の 死 後 、 長 官 の職 は 空 席 の ま ま と され た 。翌 月 に は 、枢 密 院 の 内

部 で今 で い えば 大 き な人 事 異 動 が あ っ た の で あ る 。す で に4月 に はバ ー リー

男 爵 ウ ィ リア ム ・セ シル は女 王 即 位 以 来 の 秘 書 長 官 の職 を辞 して い たが 、

そ れ は7月 に財 務 府 長 官`LordTreasurer'に 就 任 す る ため の布 石 で あ っ

た 。 ま た女 王即 位 以 来 ず っ と宮 内大 臣`LordChamberlain'の 職 に あ っ た

ウ ィ リア ム ・ハ ワー ド男爵(LordWilliamHoward)が 王 爾 尚 書`Lord

PrivySeal'と な り、サ セ ッ ク ス伯 爵 トー マ ス ・ラ ドク リフが 宮 内 大 臣 に就

任 す る。

財 務 府 長 官 に 就 任 した ば か りの セ シル は 、 ち ょ う ど長 官 が 死 亡 した 機 を

CE10

とらえて、祝典局の運営に関して財務監査に乗 り出したらしい。宮廷での

演劇上演その他の儀式に金がかか り過 ぎるというものであろう。そして、

この1572年 のクリスマスか らは、レスター伯爵一座、サセ ックス伯爵一座、

リンカー ン伯爵一座が宮廷で公演をし、数年後には宮廷公演においてはこ

れらの職業演劇の一座がほとんどをしめるようになり、少年劇団は次第に

影が薄い存在になってい くのである。国の費用で直接に劇団を運営するの

ではなく、いわば民間に委託 してクリスマスの公演 をまかなお うというわ

けである。職業演劇の俳優たちであるから、通常は市民を相手にして独立

採算で劇団運営にあたらせ、クリスマスの時期には宮廷に招いて上演をさ

せ るのである。そして、それらの劇団のパ トロンとなったのは、レスター

伯爵、サセックス伯爵、ウォ リック伯爵ら女王を囲む重臣たちであった。

このような方針に従って、枢密院は、中央政府の最高の意志決定機関と

は思われないほど、こまごまとした事柄にまで命令書 を発行 して、演劇擁
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護の政策を実施 していくのである。たとえば、1573年 の7月 には市内でイ

タリア人の役者たちが上演できるようにと、市長に宛てて許可を求めてい

る。そのようにして、市長宛てにいちいち上演許可を求めなければならな

かったのは、1559年 の布告において、演劇の上演に関 しては管轄を市長 ら

地方行政組織に委任していたか ら、形式的には市の判断によって上演禁止

の命令がだされれば、それは完全に合法的なことであった。そのような市

の命令に対して口をさしはさむことは、いかに政府 と言えども自治権への

介入ということになる。また、ロン ドン市に とって、市内で上演の許可を

与えることは、見返 りとしてかなりの額の金銭を得 られる財源であったら

しい。1574年 の3月 には政府は、このような許可権をHolmesな る人物に

与えて、それによって演劇 を規制するとともに、政府の財源の一つにしよ
　ユエ

うとしたらしい。ちょうどセシルによって祝典局の財政への監査が行 なわ

れていたときである。市はこれを自治権への重大な侵害であるとして拒否

した。

中央政府はもしも演劇 を擁護 してい く姿勢を貫 くのであれば、1559年 の

布告を取 り消すか、もしくは、その布告に優先するなんらかの強権発動 を

とるといっことになる。1574年 の3月 には、ロン ドン市がかたくなに演劇

を禁止する態度を取 り続けることに業 を煮や した枢密院は、市に対 してな

ぜ そのように禁止するのか、と文書をもって問いかけた。そして枢密院は、

5月 になると、国爾尚書によるレスター伯爵一座への特許状の発行 という
　 ユ　

形で、イングラン ド国内でのあらゆる場所での上演を許可したのである。

条件は、上演題目についてあらか じめ祝典局長官の検閲 を経ること、疫病

の期間 と礼拝の時間には上演 しないこと、である。特許状発行の根拠 とし

ては、1572年 の 「浮浪者取締法」の条項の中に、制定法に対する国爾尚書

の優越についての規定があることはたしかであるが、この特許状はロン ド

ン市当局の自治権 を完全に無視 しているだけでな く、市内での演劇の上演
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は望 ま し くな い と い う市 の 立場 を全 く考 慮 し て い な い こ と に な る。 統 治 す

る とい うこ とが 、統 治 す る側 と さ れ る側 との 納 得 に よ って 理 想 的 に 行 な わ

れ る とす れ ば 、 これ は政 府 の 側 の 形 式 上 の 権 力 の濫 用 とみ な され て も仕 方

の な い こ と で あ ろ う。 ち な み に 、 この 年 は ま だ祝 典 局 長 官 は 空 席 の ま まで

あ り、検 閲 はThomasBlagraveと い う長 官 代 理 の責 任 に よ って 行 な わ れ

た。

こ の特 許 状 の な か に 一 つ 注 目す べ き こ とが らが 謳 わ れ て い る。 そ れ は 、

レ ス ター 伯 爵一 座 に 許 可 を あ た え る理 由 と して 、「わが 愛 すべ き臣 民 の 娯 楽

と同 様 、わ れ 自身 の 楽 しみ と喜 び の た め に 」`aswellfortherecreationof
はユヨ

ourelovingsubiectes,asforouresolaceandpleasure'と い う言 葉 が 用

い ら れ て い る こ とで あ る 。こ れ か ら以 後 、女 王 陛 下 の 楽 しみ と い う言葉 は 、

枢 密 院 が 演 劇 と劇 団 の 存 在 を正 当化 す るた め に しば しば も ち い る言 葉 で あ

る。

以 上 の よ うな 中 央政 府 の 頭 ご な しの 強 権 発 動 に 対 して ロ ン ドン市 当局 が

反 発 し な い わ け は な い と思 わ れ るが 、 こ の 時 点 で は 市 当局 の 方 が 折 れ た と

い う結 果 に終 わ る。 演 劇 を好 む 女 王 に 対 して敬 意 を払 っ た と い うこ とで あ

ろ うか 。 そ の 結 果 、 演 劇 を全 面 的 に 禁 止す るわ け に は いか な い とす る な ら

ば 、 あ る一 定 の 条 件 をつ け て上 演 を許 可 し よ う とい う、 あ る意 味 で理 に か

　ユ　

な っ た 条例`reasonableregulations'を 作 成 して実 施 し た の で あ る。そ れ が
　 ユ　

1574年12月 に 制 定 され た`ActofCommonCouncilofLondon'で あ る 。

これ に よっ て 、 戯 曲 の 内容 や 上 演 場 所 に つ いて 市 当局 か ら も規 制 を受 け る

こ とに は な っ たが 、俳 優 た ち は公 式 に ロ ン ドン市 内 で の上 演 を 認 可 され た

こ とに な り、 こ の後80年 代 に 入 る こ ろ まで は 、疫 病 に よ る上 演 禁 止 が 何 度

か だ され た こ とは あ っ て も 、演 劇 に 関 して は平 穏 な 時期 が 続 くこ とに な る

の で あ る。

た だ し、 こ の よ うな 市 の 条 例 に して も政 府 の布 告 な どに して も、 法 律 を
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制定す るということと、それを実際に遵守させ るということとは別物であ

り、当時は 『政府の行政部門は常備軍や警察力がなかったために、行政の
ff16

強制力は現代の基準か らすれば異常に弱体であった』 ということが実状で

あったので、これ らの規制条項が完全に守 られていたか どうかはきわめて

疑わしいのである。

4.パ トロ ンの 庇 護

80年 代 に お け る演 劇 政 策 を見 る前 に 、「浮 浪 者 取 締 令」の施 行 と、レス ター

伯 爵 一 座 に 特 許 状 が 発 行 さ れ た こ とに よ っ て 公 式 に 認 知 され た とみ られ る

パ トロ ンの 役 割 に つ い て 触 れ て お きた い
。 職 業 俳 優 た ち に と って 欠か す こ

との で きな い 存 在 で あ る。

す で に1559年 に ロバ ー ト ・ダ ドリー は 、 シュ ル ー ズベ リ伯 爵(そ の 当 時

LordPresidentoftheNorth)に 手 紙 を送 り、ヨー クシ ャ に お い て 自分 の

庇護のもとにある一座が上演できるように取 り計らってほしいと依頼茜誕。

こ の と きダ ド リー は ま だ伯 爵 に 叙 され て い な いが 、MasteroftheHorseの

地 位 に あ り、 お か か え の 俳 優 た ち を持 つ こ とが 自分 に と っ て ふ さわ しい と

考 え た ら しい 。

1572年 の 厂家 臣取 締 法 」 の 実 施 に つ い て の 布 告 が 、俳 優 た ち に どの よ う

な影 響 を もっ た か は ジ ェ イム ズ ・バ ー ベ ッ ジ ら の レ ス ター 伯 爵 へ の 手 紙 で

うか が うこ とが で きる 。名 目的 に 伯 爵 の`householdServaunts'と して も

　ユ　

ら えば よ い の で あ って 、どん な 俸 給 も報 酬 も要 求 し な い と して い る 。『主 君

から報酬を受け取 らないことは召し使いの紳士の伝統に沿 うものであっ鷲』

とい う一 面 が あ っ た と して も、 彼 ら は職 業 演劇 の 俳 優 た ちで あ っ た か ら、

彼 らの 芸 に よ っ て 生 計 を た て て い く とい うこ とは 当 然 の こ とで あ っ た 。

た だ し、JamesBurbageの 職 業 が`joyner'(さ し物 師)で あ っ た と言 わ

れ る よ うに 、 ま だ職 業 と して の 俳 優 とい うの は 当 時 の世 間一 般 に は必 ず し
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も認知 されてはおらず、職業演劇 自体を否定 しようとす るような意識は、

ロン ドン市の演劇攻撃の言葉のなかに見いだせ る。たとえば、『芸をみせて

生計をたてることはこれまで行なわれておらず、け しか らぬこととみなさ
　　

れ て きた 。』

1572年 に は も う一 つ 、「浮 浪 者 取 締 令 」が 発 布 され て お り、こ ち ら も演 劇

の パ トロ ン に よ る庇 護 と きっ て も きれ な い 関 係 に あ る。この 中 で 「浮 浪者 」

の 定 義 が な され て お り、 イ ン グ ラ ン ドの 男 爵 以 上 の 身 分 の 貴族 に 召 しか か

え られ て いな い者 は 浮浪 者 とみ な され る こ とに な っ た。これ に よ って`knight'

とか`gentleman'と か の 階 級 の 者 は合 法 的 に は役 者 をか か え る こ とは で き

な くな っ た わ け で あ る 。

この 法 律 の 趣 旨 は 、 当 時 増 大 して い た 浮 浪 者 を さ ら に厳 し く取 り締 まろ

う とい う も の で あ っ た が 、 演 劇 関 係 者 に とっ て は 、 男爵 以上 の 貴 族 の数 は

非 常 に 限 られ て い た とい う こ とを 考 慮 す る と、 大 き な 問題 で あ っ たか も し

れ な い 。 エ リザ ベ スが 即 位 した 時 、 男 爵 以 上 の 貴 族 の数 は57、 崩 御 の 時 そ

の 数 は55で あ っ た 。`_whereastherewerefifty-sevenmalepeersonthe

dayElizabethcametothethrone,therewereonlyfifty-fiveontheday

721

shediedforty-fiveyearslater.'全 体 と して 貴 族 の数 が 治 世 を通 じて ほ とん
　　　

ど変化せず減少さえしているのは`normalTudorpractice'と 言われるエ リ

ザベ スのや り方で、爵位はごく限 られた数 しか授けなかったのである。50

有余を数えるだけであったこれらの貴族は、すべてが俳優たちをかかえて

いたわけではないから、俳優 たちにとっては浮浪者 とみなされないために

は窮屈な思いをしなければならない世のなかになったわけである。

1578年 ころになると宮廷で上演す る職業演劇の劇団の数 も次第に増加 し

て きて、レスター伯爵一座は もとより、ウォ リック伯爵一座、サセ ックス

伯爵一座などの劇団が宮廷公演に迎 えられた。すでに1576年 は常設劇場

として 「劇場座」が建設されたときで、ロン ドン地区がイングラン ドでは
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もっとも実入 りの多い営業区域であったか ら、そこに進出しようという劇

団は後 をたたなかったのであろう、1578年 の暮れには、ロン ドン市内での

上演を6つ の劇団に限定 して許可して欲 しいと、枢密院か らロン ドン市長
　　ヨ

宛 て の 書 簡 が だ され た 。 こ こ に 名 の あが っ て い るの は 、2つ の 少 年 劇 団 の

ほ か 、職 業 演 劇 の 劇 団 と して は 、 宮 内大 臣 サ セ ッ クス伯 爵 一座 、 ウ ォ リ ッ

ク伯 爵 一 座 、 レ ス ター 伯 爵 一 座 、 エ セ ッ ク ス伯 爵 一 座 で あ る。 こ れ らの 劇

団 は そ の年 の ク リスマ ス に女 王 の 御 前 で 公 演 す る こ とに な って い るの で 、

そ の リハ ー サ ル と して市 内 で の 公 演 を許 可 し て欲 しい とい うの で あ る。

5.祝 典 局 長 官 エ ドマ ン ド ・テ ィ ル ニ ー

1579年7月24日 、 エ リザベ ス政 府 の な か で新 た な 入事 が お こ な わ れ た 。

1572年 以 来 空 席 とな っ て いた 祝 典 局 長 官 に エ ドマ ン ド ・テ ィル ニ ー が 第3

代 長 官 と して任 命 され たの で あ る 。DictionaryofNationalBiographyに

よ る と、彼 は サ フ ォー クの 出 身 で 、曾祖 父 に あ た るSirPhilipTilney(1534

年 没)は 、 第3代 ノー フ ォー ク公 爵 に つ か え た こ とが あ り、 そ の 姉 妹 が 公

爵 の2番 目の夫 人 とな っ た こ とで 、 テ ィ ル ニ ー 一 族 は 大 い に 誇 りに して い

た 。SirPhilipの 曾 孫 に あ た る エ ドマ ン ドが 祝典 局 長 官 の 官職 に 就 い た こ

と も、 同 じ く らい 大 い に誇 りに して も よか っ た で あ ろ う。 中 央 で も官僚 組

織 が 発 達 せ ず 、地 方 で は無 給 の 治安 判 事 に 依 存 す る とい う政 府 に お い て 、

ポ ス トの 数 は 大 変 限 ら れ た もの で あ っ た の で 、官 職 につ くこ とは きわ め て

困 難 で あ っ た 。 テ ィル ニ ー は 、LordHowardofEffinghamと の 「コ ネ」

(f24

でこの長官職にありつ くことになったらしいが、この職には以後30年 近 く

も居座 り続けることになる。

祝典局長官の役割は、1572年 以前の第2代 長官時代に も行なっていたこ

ととしては、宮廷における儀式の監督にあたること、特にクリスマスの時

期に女王の御前で芝居や仮面劇の公演 をする際に、上演すべ き題目を決め
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た り準 備 を取 り仕 切 っ た り した の で あ る 。 テ ィル ニー が 就 任 した あ と、1572

年 以 前 の長 官(SirThomasBenger)の 時 代 と比べ る と、宮 廷 に招 く劇 団

の 顔 ぶ れが 大 幅 に 変 更 され て お り、 以 前 は 少年 劇 団 が 主 で あ っ た の に た い

して 、成 人 の職 業 俳 優 た ち の 劇 団 が ほ とん ど を 占め る よ うに な っ て い た の

で あ る。

第2代 長 官 か ら第3代 へ の 交 替 は また 、 長 官 の 仕 事 内容 の 大 幅 な変 更 を

も意 味 して い た の で あ る 。す な わ ち 、1581年 の12月24日 に`PatentofCom一

は　　

mission'が 発行されるが、女王か ら直々に祝典局長官ティルニーに対する

特許状 といういかめ しい形のものであるが、実際にはこれは祝典局長官の

官職についての任務の認可と規定 というよりは、エ ドマン ド・ティルニー

という個人に対する特許状 というようにも読めそうなものである。このな

かで、祝典局の仕事 を遂行す るための要員、資材を調達する権限を与えて

いるが、祝典局の仕事 というのが明確に規定されていないので何でもでき

そうであるし、任務を遂行する長官の命令にそむ く者を長官の独断で監禁

す る権 限も与えるほか、祝典局の仕事にあたる要貝は仕事の期間は逮捕 さ

れない特権 を与えるというものである。

さらに長官は、俳優や戯曲作者に対 して、どのような貴族に召 しかか

えられていて も、長官または代理の者の前に召集 して上演を命ずること

ができるのであ り、これにそむ く者は監禁することができるのである。 し

か もこの特許状のしめ くくりには、この特許状はその内容 と矛盾するいか

なる法律、条項にも優先 して施行されるべ し、 という但し書 きが加 えられ

た。これらの条項が組み合わされた ときの意味するところは まった く絶大

である。なぜならば、1574年 に市議会が制定した、ロンドン市内での演劇

規制に関する条例の効力をほとんど無効にしてしまう力があるか らだ。た

とえば、ある劇団が上演 しようとする戯曲の内容や上演場所について、市

当局が市の条例にもとついて上演を禁止 したとして も、その劇団が祝典局
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長 官 に 許 可 を得 て 長 官 の 前 で上 演 す る とい うの で あ れ ば 、 市 当局 の禁 止 と

は 一 切 関 係 な く上 演 可 能 な の で あ る。 か くして エ リザ ベ スの 政 府 は 、1559

年 の 布 告 に お い て ロ ン ドン市 の手 中 に委 任 した はず の 演劇 に 関 す る 監 督 権

を 、み ず か らの 手 中 に お さめ る こ とに 成功 した わ け で あ る。

以 前 、1574年 の レ ス ター 伯 爵 一 座 へ の特 許 状 発 行 に は 冷静 に対 応 し た ロ

ン ドン市 当局 で あ る が 、 今 回 の こ の よ うな 措 置 に は冷 静 で は い られ な か っ

た よ うで あ る。 す で に1ヵ 月前 の1581年 の11月 に は 市 内 に 芝 居 の 宣伝 用 の

ビ ラ を は る こ と を禁 じ る命 令 を だ して お り、1574年 以 来 の 市 と政 府 の穏 や

か な関 係 に か げ りが 見 え始 め て い た と きで あ っ た。 この 時 に はす で に 、 市

当局 の 管 轄 外 の 郊 外 に 常 設 劇 場 が 二 ヵ所(劇 場 座 と カー テ ン座)開 設 され

て い た の で 、 管轄 内 の 市 内 だ け で上 演 を禁 止 した と して も無 駄 で あ っ た の

で 、市 当局 は 宣伝 ビ ラ禁 止 とい う演 劇 規 制 の 新 しい 手段 を考 え た の で あ っ

た。 さ らに1582年 の4月 に は 、市 議 会 を構 成 して い る ギル ドの マ ス ター た

ちに 指 令 を送 り、か れ ら の監 督 の も とに い る`sarvants,apprentices,jour-

neymen,orchildren(召 し使 い 、徒 弟 、職 人 、子 供)'に 市 内 で も郊 外 で も

　　　

芝 居 に は行 か せ な い こ と、 と命 じた。

同 月 、枢 密 院 の 構 成 員 の 中 で も劇 団 のパ トロ ン とな っ て い る貴 族 た ち 、

す なわ ち 、サ セ ッ ク ス伯 爵 、 レ ス ター 伯 爵 、 ウ ォ リ ッ ク伯 爵 、 ハ ン ズ ドン

男 爵 らの 署 名 で 、 ロ ン ドン市 長 に対 して 、 日曜 日は従 来 通 り上 演 禁 止 に す

　　

る として も 、祝 日`hollydaies'は 上 演 を許 可 して欲 し い と要 請 した。例 に よ っ

て 、女 王 陛 下 が そ の よ うな娯 楽`pastimes'を お 好 み に な る の で 、御 前 公 演

の ため に は あ らか じめ 技 量 をみ が か な け れ ば な ら な い 、 とい う理 由が つ け

加 え られ て い る。 当時 は 、 「主 権 」 とい う概 念 は な か っ たか も しれ な いが 、

内 閣 に あ た る枢 密 院 は 国 民(議 会)に 対 して で は な くて 、女 王 に 対 して の

み責 任 を負 っ た と い うこ とで あ り、す くな くと も形 式 的 に は 、 演 劇 な どの

事 柄 で さ え も女 王 の 意 志 は 絶 対 で あ っ た。 ま た 、 女 王 の意 志 を前 面 に 出 す
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こ と に よ っ て 、 ロ ン ドン市 に も 妥 協 を強 い て き た の で あ る。 た だ し、80

年 代 に 入 っ た こ ろ か ら、 女 王 の 意 思 とい う魔 法 も あ ま り効 き 目が な くな っ

て きた の で あ る 。 上 述 の祝 日上 演 の 要 請 に 対 し て ロ ン ドン市 長 は即 刻 に 、

そ れ は とて も受 け 入 れ が た い と い う返 書 を送 る の で あ る。

6.女 王 一 座 の 結 成

ロ ン ドン市 と政 府 の 演劇 をめ ぐる 関係 もお お か た 平 静 で あ っ た1570年 代

に は 、 ロ ン ドン演 劇 界 の 先 頭 に立 っ て い た の は レス ター 伯 爵 一座 で あ っ た

が 、80年 代 に 入 っ て ロ ン ドン市 の態 度 が 厳 し くな っ て きた と き 、 そ の 渦 中

に お か れ る こ とに な るの が 、1583年3月10日 に 結 成 さ れ た女 王 一 座 で あ っ

た 。 女 王 は こ れ よ り先 に も、即 位 し た次 の年 の1559年 に は 、 自 らの 劇 団 と

して父王ヘ ン リー 八世 の ころか ら継続 して いた給与 つ きの`Interludeplayers'

に 特 許 状`warrant'を 発 行 した こ とが あ り、や は り女 王 一 座`Queen'sMen'

と して1573年 こ ろ ま で地 方 回 りで 活 動 して い た が 、 そ の 後 自然 消 滅 す る。

新 し い女 王 一 座 の結 成 は 、 だ れ が どの よ う に して 思 い つ い た のか は 明 ら

か で な い 。 結 成 につ い て の最 高責 任 者 で あ る と思 わ れ る宮 内大 臣サ セ ッ ク

ス 伯 爵 は この 当時 病 に倒 れ て お り、 宮 内 大 臣 の代 理 は チ ャー ル ズ ・ハ ワー

ドで あ っ た 。 ハ ワー ドは 、 祝 典 局 長 官 に エ ドマ ン ド ・テ ィ ル ニ ー を抜 擢 し

た 人物 で あ り、演 劇 に 関 心 を深 め て い た の か も しれ な い。 女 王 一座 が 結 成

さ れ て3ヶ 月す る とサ セ ッ ク ス伯 爵 が 死 亡 し、ハ ワー ドは そ の 年 の 末 み ず

か ら宮 内 大 臣 に就 任 す る こ とに な るの で あ る 。

女 王 一 座 結 成 に あ た っ て 、 メ ンバ ー とな るべ き俳 優 を選 任 す る役 目 を受

け た の は祝 典 局 長 官 エ ドマ ン ド ・テ ィル ニ ー で あ り、 テ ィル ニ ー に 直 接 命

令 をだ した の は 、秘 書 長 官 フ ラ ン シ ス ・ウ ォル シ ン ガ ム で あ っ た。

女 王 一 座 の結 成 に際 して 選 ば れ たの は 、レ ス ター 伯 爵一 座や オ ックス フ ォー

ドー 座 な どに 所 属 して い た俳 優 た ち で あ っ た 。 ま た女 王一 座 が 根 拠 地 に す
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る こ とに した の は 「劇 場 座 」 で あ っ た が 、 そ の劇 場 の 所 有 者 で あ り、か つ

て レス ター 伯 爵 一 座 に所 属 した ジ ェー ム ズ ・バ ー ベ ッ ジは 女 王 一 座 に は加

わ らな か っ た ら しい 。1583年 は疫 病 が 流行 して い た た め に 、 女 王 一 座 が 結

成 さ れ て も 、春 か ら秋 にか け て は ロ ン ドン市 内 外 で の上 演 は で きず 、 地 方

回 り を して い た 。

冬 に な っ て疫 病 も沈 静 化 した の で 、枢 密 院 は11月26日 に 市 長 あ て に 手 紙

を送 り、 ク リスマ ス に は 女 王 陛 下 の 前 で上 演 す る予 定 な の で 、 その 準 備 の

た め に も女 王 一 座 に 市 内 で の 上 演 を許 可 して 欲 し い と 、 いつ もの 通 りの 理

由 を述 べ て 要 請 した 。 この 要 請 に 応 じて 市 当 局 は2日 後 に女 王 一 座 へ の上

演 許 可 を 発 行 す るが 、 そ の 中 で市 は許 可 す べ き12人 の 一 座 の俳 優 た ち の 名

をあ げ る と同時 に 、市 内 での 上 演 の場 所 は`Bushoppesgatestreete'の`the

Bull'と 、`Gratioustreete'の`theBell'の み に 限 る と い う も の で あ っ響 。

こうして女王一座ははれて市内での公演ができることになったのである。

しかし、市当局 も規制をつ くったのはよいのであるが、それを監視する警

察力がないために、その冬は 『あ りとあらゆる芝居小屋がみずか らを女王
　　一座 と名乗る者たちでいっぱいであった。』

このことがあったために、翌年のクリスマスにはロン ドン市は演劇上演

に対してさらに厳 しい態度でのぞむことにな り、女王一座は直接に枢密院

に陳情書 を送 り、市に対して上演許可を求め る仲介を依頼 している。これ
　　

に対する市の答えが演劇に対する悪意のこもったもので、演劇は1574年 の

市の規制によってわずかに許可はしているが、完全に市内か ら追放するの

が本来望 ましい、 と述べている。さらに、女王陛下の前で公演 をする準備

ならば`privatehouse'で リハーサルをすれば十分である。俳優稼業で生計

を立てるというのは従来のぞましいことではないと一般に考えられてきた。

礼拝を神へ の務めとするならば劇場は悪魔に仕えるものである。冬は夜が
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長 い た め 郊 外 に で られ な い か ら市 内 で 上 演 す る とい うの は 誤 っ て お り、 上

演 をや め て 無 駄 な 時 間 を過 ご さ な い の が 一 番 。 最 後 に 、 人 が あつ ま るの は

疫 病 の 流行 して い る い な い を 問 わ ず 危 険 で あ る。以 上 の よ うに 述 べ た あ と、

ロ ン ドン市 内 で一 週 間 の 死 者 が50人 以 下 の 状 態 が20日 続 い た と きに は 許 可 、

日曜 は禁 止 、祝 日は 晩 疇 後 だ け 許 可 、夜 は禁 止 で 、観 客 が 日没 まで に 帰 宅

で き る こ と 、女 王一 座 の み 許 可 、 とい う条件 をつ け て い る。 こ の 文 章 を起

草 し た の は お そ ら くウ ィ リアム ・フ リー トウ ッ ドWilliamFleetwoodで は

　ヨエ

ないか とされているが、フリー トウッドは政府の中枢にいるセシル と友人

である とされてお り、枢密院内部でも演劇については必ず しも意見が一致

していたわけではないことが うかがわれる。

女王一座の結成後2年 間は、クリスマスの時期の宮廷公演は成人の劇団

では女王一座だけであった。これは当然の結果か もしれない、 というのは

す ぐれた俳優たちが女王一座に引き抜かれて しまったので、人材不足にお

ちいったその他の劇団がやむなく合同公演をしていたくらいであるか ら。

1585年7月 には枢密院の人事に異動があ り、宮内大臣であったチャールズ ・

ハワー ドが海軍大臣に就任 し、ハンズドン男爵ヘ ンリー ・ケア リーが宮内

大臣に就任した。これによって、二人がパ トロンとなっていた劇団は、それ

ぞれ海軍大臣一座、宮内大臣一座 と呼ばれることになったわけである。こ

れら二人のパ トロンにかかえられた劇団が、のちに1590年 代の半ばか らは

ロン ドンの演劇界を支配することになるのだが、85年 当時の構成 メンバー

とどの ような連続性があるのかはわからない。1586年 のクリスマスには海

軍大臣一座 と宮内大臣一座は合同して宮廷公演を行なってお り、女王一座

結成によって俳優がそちらに奪われて しまったため、人員が不足しての措

置ではなかったか とされている。

このように して女王一座に俳優の人材が集中していたため、1588年 ころ

までは女王一座の全盛期である。しか し88年の9月 に女王一座の喜劇役者
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リチャー ド・タール トンが死んだころからはかげ りが見えはじめ、必ず し

も女王一座だけが宮廷公演をする成人劇団ではな くなった。90年 代に入る

ころには、海軍大臣一座、ス トレンジ卿(93年 以降にはダー ビー伯爵)一

座、サセ ックス伯爵一座などの名前が宮廷公演に現れるようになる。女王

一座は、1591年 のクリスマスには一度の宮廷公演があるだけ、翌年は宮廷

公演はなく、94年 の1月 に宮廷公演 をしたのを最後にしてロン ドンの演劇

界からは姿を消 してしまい、地方公演 をしてほそぼそと命脈をたもつだけ

の弱小劇団におちぶれていった。一座結成のときのような手段 を講じて新

しいす ぐれた俳優 を引き抜 くなどして、女王一座 の面 目をた もつ というこ

とはなされなかったものと見える。

タール トンが死んで、女王一座の全盛期にかげ りが見え始めたころ、政

界、宗教界、出版界を巻き込み、さらには演劇界をも巻 き込んだ大事件が

発生す る。これは 「マーティン ・マープレリット論争」 と呼ばれる事件で

あるが、戯曲の中で政治や宗教にかかわる題材 を扱ってはいけないとす る

1559年 の布告に違反するとして、すべての劇場が閉鎖 を命 じられた。この

事件の結果、政府は戯曲の内容にさらに厳 しい検閲の目をそそがなければ

ならないと考えた。そして、キャンタベ リー大主教、ロン ドン市長のそれ

ぞれに戯曲の検閲を担当できる代理人を選ぶように依頼 し、それに祝典局

長官を加えた三者で、戯曲検閲のための委員会をつ くろうとした。しか し

この措置によって大主教 と市長は、演劇 を監督す る実質的な権限は自分た

ちにはないことをかえって悟 るだけの結果に終わってしまい、委員会への

権利を放棄 してしまうのである。結局は祝典局長官に権限が集中すること

になる。市当局は、市内では演劇を単に規制するのではなく、全面禁止し

か方法はないという方向へ進んでいく。
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7.二 大 劇 団 の 成 立

女 王 一 座 が リチ ャー ド ・ター ル トン を失 っ てか ら急 速 に勢 力 を衰 え させ

た こ とか ら も、当 時 の劇 団 の消 長 は や は り構 成 す る俳 優 た ちの 手腕 に か か っ

て い た と思 わ され る。1592年 の 夏 に 流 行 を始 め た疫 病 は 、翌 年 に な っ て も

沈 静 化 せ ず 、1563年 以 来 の ひ ど い もの とな っ た 。1593年 に は 疫 病 に よ って

10,675人 の 人 が 疫 病 に よ って 死 に 、 そ の ほ か の 死 因 に よ る死 者 とあ わせ る

　ヨ　

と 、 ロ ン ドン の 当 時 の 人 口125,000人 の お よ そ14パ ー セ ン トが 死 亡 し た 。

こ の疫 病 に よ っ て 、 お そ ら く俳 優 た ち の 中 に も命 を お と し た者 が い た で

あ ろ う。 こ の疫 病 が お さ ま っ た の が1594年 に な っ てか らで あ り、 そ の 際 に

は 、活 動 し て い た い くつ か の 劇 団 は 何 度 か 合 同 した り、 分 裂 した り を経 た

あ と、 最 終 的 に は 宮 内 大 臣一 座 と海 軍 大 臣一 座 が2大 勢 力 と して 台 頭 す る

こ とに な る 。 この あ いだ の事 情 は 、 シ ェ イ ク ス ピ ア の 名 前 も登 場 し て き て

た いへ ん興 味 深 いの で あ るが 、 当 面 の 主題 か ら は 少 々 は ず れ るの で 割 愛 し

よ う。 こ の 時 、 宮 内大 臣 の職 に あ っ たハ ン ズ ドン 男 爵 は 、 当 時 の 人気 俳 優

で あ っ た ウ ィ リア ム ・ケ ン プ 、 リチ ャ ー ド ・バ ー ベ ッ ジや 、新 進 の 詩 人 で

か つ 劇 作 者 で あ る シ ェ イ クス ピア を 含 め て 、 自分 の職 名 を冠 した 宮 内大 臣

一 座 が 新 た に 結 成 さ れ る こ と を歓 迎 し たの に違 い な い。 ロ ン ドン市 内 の ク

ロ ス ・キ ー ズ(Crosskeys)と い う宿 屋 劇 場 を使 用 す る こ と を許 可 願 い た

　ヨヨ

い と、みずからの名で市長あてに書簡 を送っている。このような形でパ ト

ロンとしての影響力を示すことは、以前にはレスター伯爵 もしていたこと

であり(1559年)、 それにならったのであろうか。

ロン ドン市の本音はすでに80年 代に入るころから、規制 をつけての許可

というよりは、市内での完全禁止であったが、女王一座の上演許可願いに

対 して市当局の答 え(1584年 、おそらくフ リー トウッドが書 いたもの)が

でたころか ら、その本音をあか らさまに出すようになっていた。その圧力

にもかかわらず、枢密院がかろうじて演劇 を擁護する姿勢 を取 り続けてい
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た の は 、枢 密 院 内 のハ ンズ ドン 男 爵ヘ ン リー ・ケ ア リー らの勢 力 で あ っ た

と言 わ れ るが 、その ヘ ン リー が1596年 の7月22日 に死 亡 す る。(ち な み にヘ

ン リー の死 因 は 伯 爵 位 が 授 け ら れ な か っ た こ とに対 す る失 望 か らで あ る と

　ヨ　

い う伝 説 が あ る。)

男爵 位 は た だ ち に 息 子 の ジ ョー ジ ・ケ ア リー が 受 け 継 い だが 、 宮 内 大 臣

の 職 は ど う い うわ けか 、 第7代 コバ ム 卿 ウ ィ リア ム ・ブ ル ッ クに渡 って し

ま っ た。 コバ ム 卿 は 演劇 に 好 意 的 で な か っ た 。 す で に1588年9月 に は 、 女

王 一 座 の ター ル トン が 死 亡 し た の とほ ぼ 日を同 じ く して 、 レ ス タ ー 伯 爵 が

死 亡 して お り、今 度 の ハ ン ズ ドン 男爵 の 死亡 で枢 密 院 内 の バ ラ ン ス が 崩 れ

た。1596年 の 秋 か ら始 ま る芝 居 の シー ズ ンに は 、 ロ ン ドン市 は市 内 で の 上

　ヨ　

演の完全禁止について枢密院の同意を取 り付けることに成功 したのである。

ThomasNasheは 演劇に対する枢密院のこのような態度の変化をハンズ ド

　ヨ　

ン男爵の死のせ いであると考えた。

この年1596年 はまた、ブラックフライアーズの修道院跡の建物をジェイ

ムズ ・バーベ ッジが買収 して、私設劇場をつ くろ うと試みた年でもある。

ところが、こちらの試みも枢密院の態度の変化に影響をうけた。ブラック

フライアーズに居 を構えていた住民たちが枢密院に反対の陳情書をおくり

つけ、枢密院がその訴えを受け入れ劇場使用差し止め となったため、老バー

ベ ッジのブラックフライアー ズ劇場の夢は消えてしまい、老バーベ ッジは

その3ヵ 月後に失意の うちに死亡する。ブラックフライアー ズ劇場反対の

住民たちのなかには、ちょうどその修道院跡の建物に住んでいた第2代 ハ

ンズ ドン男爵ジョー ジ ・ケア リーの名前も見えるのである。かれは父親の

劇団のパ トロンの座も引き継いでお り、このときはハ ンズ ドンー座 と名前

は変わっていたものの、自分がパ トロンをしている一座 のり一ダー格の俳

優の父親の試みに反対するというのは奇妙ではある。ジョージ ・ケア リー

は、翌年にはコバム卿が亡 くなったのを受けて宮内大臣の職に就任 してお
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り、かれの一座は晴れて再び宮内大臣一座 となったのである。

1593年 か ら94年 にかけてのクリスマスの シー ズンには疫病がまだ沈静化

せず、宮廷での公演 も女王一座の公演が一度あっただけであった。そして

疫病後に宮内大臣一座 と海軍大臣一座が結成されると、宮廷での公演はこ

の二つの劇団に限られてしまうことになる。さきにも見たように、1596年

にはロンドン市内での公演は完全に禁止されて しまったのであるが、郊外
ら

に はす で に 劇 場 座 、 カー テ ン座 の ほ か 、薔 薇 座 、 白 鳥座 とい う常 設 劇 場 が

建 設 さ れ て お り、 ロ ン ドン で の 公 演 は プ ロの 劇 団 に とっ て は 最 も魅 力 的 で

あ っ た か ら 、 この 首都 に進 出 し よ う と 目論 む 劇 団 は い くつ も あ っ た の で あ

る。

そ う して い る う ちに 、宮 内大 臣一 座 と海 軍 大 臣一 座 以 外 の 弱 小 劇 団 に とっ

て 、 ロ ン ドン 進 出 の 夢 を 断 た れ る一 つ の事 件 が 起 き る こ とに な る。 こ の事

件 と、そ れ に 対 す る政 府 の 対 応 につ い て は 、GlynneWickham,EarlyEng-

lishStages1300toヱ660(LondonandNewYork,1972)の な か の`The

PrivyCouncilOrderof1597fortheDestructionofLondon'sPlay-

houses'と い う章 に 詳 し いが 、そ の後 の研 究 な どで 、Wickhamの 説 に 少 々

修 正 す べ き と こ ろ もあ るの で 、本 稿 の 趣 旨 に 沿 って 述 べ てみ よ う。

事 件 とい うの は 、BenJonsonとThomasNashe二 人 の合 作 のTheIsle

ofDogsと い う戯 曲 に まつ わ る もの で 、焦 点 とな った劇 場 はFrancisLang-

leyの 所 有 す る 白鳥 座 で あ り、劇 団 はペ ンブ ル ッ ク伯 爵 一 座 で あ る。E.K.

ChambersやWickhamは 、 この 戯 曲 が 白鳥 座 で上 演 され た結 果 と して 、

1597年7月28日 の枢 密 院 の 御 触 れ が だ さ れ て 、 ロ ン ドン市 の3マ イ ル 以 内

で11月1日 ま で上 演 の 完 全 禁 止 、 カー テ ン座 と劇 場 座 の ほ か そ の 州 に あ る

劇 場 は すべ て 取 り壊 す べ し、とい う内 容 の 命 令 が で た とみ な す 。Wickham

は 『数 日前 に … … 上 演 され た 』 と述 べ て い る。 彼 は 、 こ の枢 密 院 命 令 か ら

説 き明 か し て み る こ とに よ っ て 、 以 後 ジ ェ イム ズ朝 の演 劇 の あ り方 を決 定
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した 見 取 り図 が で きる と して い る。

しか し、最 近 の 説 で は 、TheIsleofDogsと い う戯 曲 は、7月28日 の枢

密 院 命 令 が で た あ と、 そ の 命 令 を無 視 して 上 演 され た もの で あ っ た 、 と さ
　ヨ　

れている。であるとすれば、その命令がだされた当日、ロン ドン市長から

枢密院に提出された演劇の完全禁止の要望書との関係も微妙になる。 ロン

ドン市のそういう完全禁止の要望は94年 、95年 にもすでに枢密院に提出さ

れてお り、枢密院は何故今回にか ぎっていち早 く反応して禁止命令をだし

たのか。

その答えは、上演禁止命令には隠された意図があって、「宝石不法所持の

/isの か か る ラ ン グレー へ の 嫌 が らせ1・か らめ て 発せ られ た も〆亀38
、 とい

うのである。ラングレーはちょうどペ ンブルック伯爵一座 と組んで興行中

の白鳥座の所有者であり、枢密院が 「不法」所持 していると疑った宝石 と

へ 　ヨ　
いっのは盗品の大きなダイヤモン ドであったらしい。

禁止命令がでたあとの夏のあいだはちょうど劇団は地方公演にでること

が多かった とは言え、疫病 と関係な く枢密院の上演禁止命令がだされたの

は異例のことと言わねばならないが、初代ハンズドン男爵が死亡 して枢密

院内のバランスが くずれたことと関係があるか もしれない。 しかも、劇場

をすべて取 り壊せ という命令も含まれてお り、文字どお り受けとめるなら

ばこの枢密院の御触れは尋常の ものではないが、それにもかかわらず不思

議なのは、上演禁止は万聖節(11月1日)ま でと期限がきってあることで

ある。

禁止 と取 り壊 しの命令をだす枢密院の側ですでに、警察力のない状況で

は命令は実行されるはずはないと踏んでいたのか、 どうか?あ るいは、命

令はいつでも撤回できるとみなしていたのか もしれないが、この劇場取 り

壊 し命令が撤 回された様子はないし、1600年3月9日 には枢密院がこの命

令が生きていることを主張している。ただし、命令の真の目的がラングレー
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の興 行 を妨 害 す る こ とで あ っ た とす れ ば 、 そ の 目的 は 確 実 に 達 成 され た の

で あ る。 翌 月 の8月15日 の枢 密 院 の 記録 に よ れ ば 、 その 日に は 、 白鳥 座 で

『犬 の 島 』 を上 演 した俳 優 た ち と、 作 者 の 一 人(BenJonson)が 逮 捕 さ

　　む

れて収監 されていたからである。そして、ラングレー と興行を打っていた

ペ ンブルック伯一座の俳優たちは、10月3日 に釈放された後はラングレー

とは組 まず、ヘンズロウの所有す る薔薇座で海軍大臣一座 と合同して興行

することに決心する。そ うして枢密院は、11月1日 までの上演禁止がある

にもかかわらず、ヘ ンズロウには上演許可を与え、実際薔薇座では10月10

日には海軍大臣一座 とペンブルック伯一座の合同公演が行なわれている。

一方、白鳥座のラングレーにはずっと上演許可はお りなかったのである。

ちなみに、海軍大臣一座 とならぶ宮内大臣一座は、この春から第2代 ハ

ンズ ドン男爵の庇護を受けることになっていたが、この 『犬の島』事件の

あいだ どうしていたか と言えば、老バーベ ッジが死亡し劇場座の所有権は

息子カスバー トに移ったものの、土地の借地期限が切れて(4月13日)、 上

演禁止命令のあるなしにかかわらず劇場座では上演が難しい状態であった。

10月早々に禁止令が解除されたときには、一座が公演を開始 したのはその

劇場座ではなくカーテン座であった。

禁止令が解除されてまもな く、エ リザベス治世の第9回 の議会が召集 さ

れた。この議会では、1572年 に制定された 「浮浪者取締法」が改訂 された

が、劇団の庇護者は男爵以上の貴族に限るというのは、1572年 の法律の再

確認にす ぎないが、議会が終わって10日 後1598年2月19日 に発せ られた枢

密院命令は、それ までになかった劇的な政策の転換 となる内容 を含んで
　　ユ

いた。一部の俳優たちに とっては歓迎すべ きものであったかもしれないが、

演劇界全体にとってはダメージのほうが大きかったのではないか と思われ

る。

すなわち、宮内大臣一座 と海軍大臣一座 だけに上演の許可 を与え、それ

一26一



磯 山 甚

以外は上演 してはならない、というのである。ロン ドン市内ではすでに上

演は完全に禁止されていたか ら、この命令書の宛名は、祝典局長官 とミド

ルセックスならびにサ リー州の治安判事である。これによって、ロン ドン

郊外においても、指定された二つの劇団以外は上演できないことになった

のである。こうして、ロン ドンにおいては2大 劇団が政府のお墨付 きのも

とで興行をおこなっていく、とい う構図ができあがった。

この当時、これら二つの劇団の うちでは、海軍大臣一座は薔薇座 という

劇場 とフィ リップ ・ヘンズロウという辣腕の興行主のもとで安定 した経営

をしていたと言えるだろうが、宮内大臣一座は借地権問題によって劇場座

の使用のめ どがたたず、カーテン座に対する権利を得て使用していたもの

の、経営的にはライバルに遅れをとっている感はいなめなかったのであろ

う、やがて、劇場座の解体か らグローブ座の建設へ と思い切 った賭にでて

い くのである。しかも、俳優たちの組織が同時に劇場の所有者になる、と

いう新 たな運営方式に挑戦 してい く。

しかもグローブ座 を建てたのは、海軍大臣一座を挑発するような、薔薇

座 とは目と鼻のさきの場所であった。そうすると、建てられて15年 にもな

らない薔薇座であるが、老朽化 した姿だけがめだつ ということにな り、危

機 を感 じた海軍大臣一座はあらたに幸運座 という劇場をロン ドンの北郊外

に建てることになる。幸運座建設についてもやは り、当時の政治状況がか

かわっている。

宮内大臣一座によるグローブ座の建設のときにはみられなかったことで

あるが、海軍大臣一座は幸運座建設にあたっては演劇に対する反対運動に

出会うことになる。グローブ座 を建てたのと同 じ大工 との建築契約 を結ん

だ(1600年1月8日)あ と、彼らのパ トロンで枢密院内で海軍大臣の職に

あったノッティンガム伯爵チャールズ ・ハワー ドに働 きかけて、ミドルセッ

クスの治安判事 らの役人に要望書を送 ってもらった(1月12日)。 それに も
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かかわらず住民らは反対運動 を起こしたのである。それに呼応して枢密院

は、進行中の劇場建設を中止せ よと命 じた(3月9日)。 住民の懐柔策 とし

て一座は、劇場建設の見返 りに、貧民救済のための気前のよい金銭的援助

(averyliberallporcionofmoney)を 毎週送 ることを約束 したのである。

この約束を取 り付けた住民は枢密院に対 して、劇場建設に同意する旨を伝

えた(4月)。 住民の同意を得た枢密院はあらためて建設を許可したのであ
X42

る(4月8日)。

住民の運動が介入 しているとは言え、枢密院のこのような態度の一貫性

のなさは特徴的である。3月 の建設中止の命令書にある禁止の理由 として

は、劇場建設によって多くの不都合が住民に生 じると述べるとともに、劇

場はつまらない(vain)建 物であ り、卑 しくてみだらな人間どもを招 きよ

せ騒 ぎを引き起こす、と述べてお り、まるでロン ドン市当局のようなこと

をいうのである。 ところが4月 に発せ られた命令書では、劇場の敷地が適

切であることが住民によって立証された、などと述べ る。そこにはまた、

新劇場が完成すれば旧劇場(薔 薇座)は 取 り壊 されるとのべているが、こ
{E43

の後も薔薇座が取 り壊された形跡はないのである。

6月22日 には、2年 前に出された命令を再確認す るかたちで、宮内大臣

一座 と海軍大臣一座を、それぞれ グローブ座 とミドルセックスで現在建築

中の劇場において許可 し、それ以外の劇団には許可しないという命令がだ

された。カーテン座は取 り壊すか何か別の用途に供すること、 ミドルセ ッ

クスに建築中の劇場は薔薇座 に代わるもの として劇場の総数 を増やさない

こと、市内外の宿屋においては上演 しないこと、上演の回数は週に2回 以
　　　

内とすること、などが命令 されている。

ところが、この命令書 も例によって 「命令をだす ことと、それを実際に

実施することとは別のこと」 という言葉 を裏書 きす るような、有名無実 と

化するのにそれほど時間はかからなかった。翌年の5月 には ミドルセック
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スの治安判事あてにカーテン座での上演をやめさせ よ、 という枢密院命令

をださなければならなかった。7ヵ 月後の12月31日 には、 ミドルセックス

とサ リーの治安判事に手紙を送 り、1年 半前の枢密院命令が遵守 されてい

ないのは彼らの怠慢であると非難するのである。 というのは劇場 を二つに

限定したはずなのに、劇場の数は増え続け、どこかで芝居が上演 されない

日は一 日たりともない、とい うありさまなのである。同 じ内容の手紙はロ

ン ドン市長あてにも送 られ、劇場は二つに限定するとい うことを念を押 し

ている。

ところが、その3ヵ 月後の3月31日 には枢密院 自身が前の命令 を取 り消

してしまう。命令を無視 して上演をしている劇団 を第3の 劇団 として公式

に許可しようというのである。第3の 劇団とは、オックスフォー ド伯爵一

座 とウースター伯爵一座が組んで、場所 を定めずに上演を繰 り返 していた

のを指 したもので、ボアズ ・ヘ ッ ド劇場(theBoreshead)だ けで上演す
　　　

ることという条件であった。ちなみにこの時ウースター伯爵は枢密院の重

要なメンバーの一人であり、この命令書に署名 した一人でもあった。ウー

スター伯爵一座はこのあと8月 ころには、枢密院の許可があったのか どう

かわからないが、幸運座に移った海軍大臣一座のあとの薔薇座に移って公

演 をした。この年のクリスマスの宮廷公演にはハー トフォー ド伯爵一座が

加わってお り、宮廷外の劇場でも上演 していたかもしれない。枢密院の命

令にもかかわらず、ロン ドンに進出しようという劇団はあとをたたなかっ

たようである。

ロン ドン市は、1597年 の7月 に演劇の完全禁止を要望 したのに対 して、

枢密院がその要望を全面的に受け入れた形になったあとは、資料でみる限

り沈黙 をまもっている。1601年 の枢密院か らロン ドン市への手紙からは、

それに先立ってロン ドン市か ら枢密院あてに市内で枢密院の命令が無視さ

れているという訴えがあったことがうかがzる が、1598年 に、劇団の数を
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2つ に限定するという枢密院の決定があった時点で、演劇をロン ドン市お

よびその近郊か ら締め出そうという市の戦いは、市当局 と政府 という管理

する側 どおしの戦い、形式的な法令や命令書のうえのことだけ としてなが

めれば、市の勝利を意味していたのかもしれない。 しか し、次々 とだされ

る法令や命令書 を守るかどうかは、最後は一人一人の市民や俳優たちの手

にかか っていたのであり、そこまでは市 も政府も介入できなかった。

8.結 び

1598年2月 に ロ ン ドンで の 劇 団 の数 を2つ に 限 定 す る とい う枢 密 院 の御

触 れ が で た あ と、8月 に は ウ ィ リア ム ・セ シ ル が 亡 くな っ た 。 エ リザ ベ ス

の 女 王 即 位 以 来枢 密 院 の メ ンバ ー で あ り、バ ー リー 男 爵 に 叙 さ れ た あ とは 、

『彼 の 経 歴 を た どる こ とは イ ン グ ラ ン ドの 歴 史 を叙 述 す る も同 然 』(C)

と言 わ れ た 人 物 で あ る。

即 位 以 来 の 女 王 を も りた て 政 府 を さ さ え て きた 重 臣た ちが つ ぎつ ぎ と世

を去 っ て い くな か 、老 い た 女 王 は ま るで と り残 され た よ うで あ った 。 女 王

よ り も30歳 も若 い エ セ ッ ク ス伯 爵 が 寵 臣 とな っ た が 、1601年 に は 伯 爵 は女

王 に叛 旗 を ひ る が え して 蜂 起 、 そ して あ え な く処 刑 され た。

1602年 の ク リス マ ス の 芝 居 シー ズ ン は い つ もの よ うに12月26日 の宮 内 大

臣一 座 の公 演 で 始 ま っ た。1月 に は い っ て も、 女 王 の体 の ぐあ い は た いへ

ん よか っ た 。 一 座 は2月2日 に も宮 廷 で 公 演 を したが 、 そ れ が 彼 ら に と っ

て 女 王 の 前 で の 最 後 の 公 演 に な る とは予 想 もで き なか っ た 。3月 に 入 る と

6日 と8日 に は 海 軍 大 臣一 座 が 宮 廷 で 公 演 をお こ な った が 、 女 王 は3月 の

初 め に は 発 熱 して 眠 れ な か った の で あ る。11日 に は 多少 よ くな っ た 。19日

に は女 王 の 病 は い よい よ重 く、 も う3日 は もつ まい とみ な さ れ た 。枢 密 院

は ロ ン ドン市 長 、 ミ ドル セ ッ ク ス 、 サ リー の 治 安 判 事 に あて て 、 追 って 沙

汰 が あ る ま で芝 居 の上 演 は禁 止 の処 置 を とる よ うに 命 じ た。 や が て24日 の
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ZE46

午前2～3時 の間に女王は烏、を引 き取った。女王崩御の知 ちせ を宮内大臣

一座
、海軍大臣一座の俳優たちは どのように受けとめたのであろうか。
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